
表紙 川崎市観光写真コンクール入賞作品
【今日もご安全に】 坂本 泰男

（川崎市川崎区/東扇島）



融資限度額
2億8,000万円
（組合の場合は、4億8,000万円）

融資期間
運転資金5年以内
設備資金7年以内
（借換の場合は10年以内）

借換

真水含む借換可能
但し、セーフティネット保証（5号）の認定を受けた場合、新型コ
ロナウイルス感染症関連保証に係る借換資金を含むことが必要で
す。

融資利率

1年以内：年0.9％以内
3年以内：年1.2％以内
5年以内：年1.4％以内
5年超 ：年1.6％以内

信用保証料率
（市補助後）

＜令和6年9月30日までの信用保証料率＞
セーフティネット保証（5号）：0.230％
一般保証 ：0.135％～0.525％
＜令和6年10月1日からの信用保証料率＞
セーフティネット保証（5号）：0.383％
一般保証 ：0.225％～0.875％

川崎市伴走支援型経営力強化資金のご紹介

この制度は、「川崎市伴走支援型経営改善資金」の後継として令和6年7月1日に創設され

たもので、令和6年9月30日までの当協会保証申込受付分については、信用保証料の70％が

補助されます。

なお、令和6年10月1日からの当協会保証申込受付分の信用保証料補助は50％になります。

保証事務説明会の開催について

当協会では金融機関の皆様と連携を深めるため、保証事務説明会を開催しております。

説明会を通じて、担当者同士「顔の見える関係」を築き、各種支援における疑問点等を解

消していただくことで、中小企業支援の充実を図りたいと考えております。

開催方法、内容等について柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055
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保証申込手続き電子化のご案内

「信用保証協会電子受付システム」を利用することにより、紙媒体に比べ保証申込から保

証決定までの期間短縮が可能となります。

令和6年8月5日に千葉銀行及び徳島大正銀行、8月19日にさわやか信用金庫で開始したこ

とにより、あわせて9金融機関で実施しています。

今後も順次拡大予定ですので、詳細や導入の検討につきましてはお気軽にお問合せくださ

い。

【お問合せ先】 総務企画課 044-211-0503

事業承継セミナーについて

「事業承継は会社を継続させるためのバトンタッチ」と題したセミナーを開催します。

本セミナーでは、事業承継によって事業を拡大した講師の覚張和寿氏が、「会社を成長・

継続させていくために取組むこと」をご紹介します。

なお、申込方法については当協会ホームページをご覧ください。

日時：令和６年１１月２０日（水）
１５：３０～１７：００

会場：川崎市信用保証協会 ３階会議室
（川崎市川崎区日進町１番地６６）

対象：事業承継を検討されている経営者、
後継者及びその候補者

定員：先着１５名（参加費無料）

主催：川崎市

共催：川崎市信用保証協会

【お問合せ先】 経営支援推進課 044-211-0504
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債権書類引渡しに係る原本証明について

代位弁済時に債権書類の原本をお引き渡しいただいておりますが、プロパー融資が残る等

原本を提出できない理由がある場合には「原本の写しに相違ない」旨と金融機関名、支店長

名を奥書し、支店長印を押印した写しの提出を認めています。なお、書類が複数ページにわ

たる場合には、契印も必要となります。

債権書類引渡時に奥書や押印漏れ等不備が散見されますので、円滑な代位弁済手続きのた

め、ご協力をお願いします。

ご不明な点等がございましたら、管理推進課までお問合せください。

【お問合せ先】 管理推進課 044-211-0502

「かながわ企業支援ネットワーク分科会」を開催しました

かながわ企業支援ネットワークは、神奈川県内の中小企業を支援する機関等の連携支援体

制です。新たな取組みとして、令和6年8月1日に金融機関の経営支援・再生支援担当者にご

参加いただき分科会を開催しました。当日は中小企業活性化協議会全国本部に「事業・財務

ＤＤ（デューデリジェンス）の勘所」をテーマにご講演いただき、その後、参加機関（20

機関33名）の皆様で情報共有、意見交換を行いました。
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神奈川県内信用保証協会暴力団等排除連絡協議会総会を開催しました

令和6年7月25日に、神奈川県、横浜市

及び川崎市の3信用保証協会は、神奈川県

警察、神奈川県暴力追放推進センター及び

神奈川県弁護士会にご協力いただき、神奈

川県内信用保証協会暴力団等排除連絡協議

会総会を開催しました。

この協議会は、信用保証協会と警察、暴

力追放推進センター及び弁護士会が緊密な

連携のもと、暴力団等による不当な行為、要求、介入を排除し、信用保証業務の健全な運営

を確保することを目的に平成23年6月に設立したものです。

総会には3信用保証協会の他、神奈川県警察本部刑事部組織犯罪対策本部、神奈川県暴力追

放推進センター、神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員会及び関係警察署の方々にもご出

席いただき、最近の暴力団情勢等についてご講演いただきました。

コンプライアンス研修を実施しました

令和6年7月18日に、暴力団等反社会的勢力に関する知識及び対応能力の向上を図るため、

神奈川県警察本部刑事部組織犯罪対策本部暴力団対策課及び川崎警察署から講師を招き、

「最近の暴力団等の情勢とその対応策等について」と題してご講演いただくとともに、窓口

対応等のロールプレイングを行いました。

本研修で学んだ内容を活かし、暴力団等反社会的勢力の介入を防止し、信用保証業務の健

全な運営を図ってまいります。
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融資限度額
2億8,000万円
（組合の場合は、4億8,000万円）

融資期間
運転資金5年以内
設備資金7年以内
（借換の場合は10年以内）

借換

真水含む借換可能
但し、セーフティネット保証（5号）の認定を受けた場合、新型コ
ロナウイルス感染症関連保証に係る借換資金を含むことが必要で
す。

融資利率

1年以内：年0.9％以内
3年以内：年1.2％以内
5年以内：年1.4％以内
5年超 ：年1.6％以内

信用保証料率
（市補助後）

＜令和6年9月30日までの信用保証料率＞
セーフティネット保証（5号）：0.230％
一般保証 ：0.135％～0.525％

＜令和6年10月1日からの信用保証料率＞
セーフティネット保証（5号）：0.383％
一般保証 ：0.225％～0.875％

川崎市伴走支援型経営力強化資金のご紹介

この制度は、「川崎市伴走支援型経営改善資金」の後継として令和6年7月1日に創設され

たもので、令和6年9月30日までの当協会保証申込受付分については、信用保証料の70％が

補助されます。

なお、令和6年10月1日からの当協会保証申込受付分の信用保証料補助は50％になります。

保証事務説明会の開催について

当協会では金融機関の皆様と連携を深めるため、保証事務説明会を開催しております。

説明会を通じて、担当者同士「顔の見える関係」を築き、各種支援における疑問点等を解

消していただくことで、中小企業支援の充実を図りたいと考えております。

開催方法、内容等について柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

信用保証を利用する皆さまへ

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません！
川崎市信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切

の関係を遮断します
※反社会的勢力とは
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う者

※本所駐車場について
当協会本所には駐車場がございません。駐車場を

ご利用の場合は、川崎駅東口広場公共駐車場(アゼリ
ア駐車場)をご利用の上、担当者に駐車券をご提示く
ださい。

事務所のご案内

※無料シャトルバス（AM10：00～）について
乗り場：溝の口駅北口バスターミナル

9番乗り場「KSP行き」
※北支所駐車場について

当協会北支所の駐車場はＫＳＰ地下駐車場をご
利用の上、担当者に駐車券をご提示ください。

『起業家向け無料相談』窓口について

川崎市信用保証協会は、川崎市男女共同参画センターと連携して、川崎市内で創業を希望
する方のご相談に対応するため『起業家向け無料相談』窓口を設置しております。

9 00 17 00
1 45

お問合せ先
企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055
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